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第３章 未来につなげる美しく快適な『生活環境・景観』の創造 

第３節 廃棄物処理 
第３節 廃棄物処理 

 

 

現況と課題 

 

 環境負荷の軽減及び延命化を目標としたごみ処理施設の長寿命化工事が 2020（令和２）年度に

遅滞なく終了しました。新ごみ処理施設への移行までは、現施設の効率的な運営、安心・安全

なごみ処理事業を引き続き提供していくことを目標に、2022（令和４）年度に新たに「一般廃

棄物処理基本計画」を更新し、これを指針として適正な廃棄物の収集・処理に努めています。 

 ごみの収集は、分別収集、ステーション方式を基本に実施し、環境美化センターごみ処理施設

で処理を行っています。一般廃棄物収集量は横ばい傾向ですが、今後、収集量の動向に応じて

基本計画を修正しつつ対応が必要となります。 

 ごみ処理施設は、2018 から 2020（平成 30 から令和２）年度において、主な基幹設備について

長寿命化工事を実施しました。長期的には、2022（令和４）年２月に設立した富士北麓・東部

地域 12 市町村で構成する富士・東部広域環境事務組合により、新たなごみ処理施設が 2032（令

和 14）年稼働予定となっています。 

 災害廃棄物の処理に関しては、富士吉田市災害廃棄物処理計画に基づき、災害時への備えの強

化に努めています。 

 ごみの減量化や資源化を促進するため、指定ごみ袋の導入やごみ処理の有料化を図っているほ

か、リサイクルステーションを設置して利用促進を周知しています。資源ごみは、市内 33 自

治会・11 小中学校での資源物集団回収及び市内６箇所のリサイクルステーションにて拠点回収

を行い、粗大ごみについては戸別収集等を行っています。分別によるリサイクルシステム構築

のため、一層のリサイクルステーションの拡充や市民への周知啓発が必要です。 

 し尿の収集・処理は、公共下水道未整備区域、計画区域外では引き続き必要であり、許可業者

による汲み取り・運搬・環境美化センターし尿処理施設での処理で対応しています。収集量は

横ばい傾向ですが、処理施設は老朽化した修繕箇所が増加しており、2017 から 2021（平成 29

から令和３）年度に主な基幹設備について長寿命化工事を実施しましたが、引き続き長寿命化

に向けた修繕計画の策定、定期的メンテナンスが必要です。さらに、次期施設について、山梨

県と連携しつつ、広域処理について検討していく必要があります。 
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施策の体系 

 

廃棄物 

処理 

ごみ処理   
  

収集処理体制の整備   

 
  

処理施設の適正管理   

 
  

災害廃棄物の処理   

リサイクル社会の構築   
  

ごみ減量化及び資源化の推進   

し尿処理   
  

処理施設の適正管理   

  
  

処理施設の整備   

 

 

施   策 
 

（１）ごみ処理 

①収集処理体制の整備 

 ごみの適正処理に関する理解とごみの減量化・再資源化に向けた意識啓発のための広報・啓発活

動を充実していきます。また、資源ごみのコミュニティセンターや公園などの空地を利用した拠

点による回収制度を推進します。ごみステーションについては、地域住民による設置及び管理を

行っていることから、その設置やあり方についての住民意識の醸成に努めていきます。 

②処理施設の適正管理 

 ごみ処理施設については、施設の更なるＣＯ₂排出削減に努め、引き続き計画に則った消耗・劣

化設備の修繕工事により長寿命化を図ります。また、新ごみ処理施設建設に向け、2022（令和４

年）２月に富士・東部広域環境事務組合が設立され、第 1期循環型社会形成推進地域計画が 2022

（令和４）年 11 月に策定される予定です。これに伴い、現行の取組を拡充しながら 12 市町村と

足並みを揃え、排出抑制、資源化を推進していきます。 

③災害廃棄物の処理 

 災害廃棄物の処理に係る仮置場の整備や収集運搬に関すること、災害廃棄物の処分に関すること

等、関係機関と協議しながら取り組んでいきます。 

（２）リサイクル社会の構築 

①ごみ減量化及び資源化の推進 

 市民、事業者、行政、この三者の役割分担を明確にし、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユー

ス・リサイクル）の推進によるごみの減量化・再資源化に努めていきます。ごみの分け方・出し

方や資源物回収の啓発活動を行い、ごみの分別の徹底を図るとともに、リサイクルステーション

の拡充等により資源物回収をさらに推進します。また、自治会・学校を中心とした資源物の集団

回収事業に対し補助するとともに、生ごみ処理発酵促進剤の無料配布や生ごみ処理容器の購入費

補助等により、生ごみの自家処理による堆肥化・減量化を進めます。 
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（３）し尿処理 

①処理施設の適正管理 

 現在のし尿処理施設の各設備・機器類の定期補修やメンテナンスを適正に実施し、適切な運転管

理を行うとともに、老朽化した重要設備・機器等の改修及び交換工事による処理施設の長寿命化

を行い、引き続き施設の運営を図っていきます。 

②処理施設の整備 

 現在のし尿処理施設を適正に管理し、長寿命化を図る中で次期施設の更新計画を検討していきま

す。検討に当たっては、山梨県及び近隣町村と連携しつつ広域処理についても検討していきます。 

●富士吉田市環境美化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●ごみ持込み受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●可燃ごみ受入れ 
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●不燃ごみ分別作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ビン分別作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●リサイクルステーション 

   

 

 

 

 

 
 

●消毒器貸出し 

 

  


